
中小企業特許権等取得助成金
中小企業の特許権、実用新案権、意匠権の取得を支援します。

兵庫県三木市

助成型（※2）

認証取得

対象となる要件：1.市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること、
2.特許権等の出願の内容が産業振興に寄与すること
対象となる権利：1.特許権、2.実用新案権、3.意匠権
権利の対象範囲：1.国内出願、2.国際出願

2024年4月4日～

15万円、補助率1/2

補助対象経費：1.出願に係る手数料、2.出願のため、弁理士等に支払う手数料、3.図面作成
料、4.翻訳料、5.外国通信費

中小企業振興係
電話：0794-82-2000

https://www.city.miki.lg.jp/soshiki/31/2925.html
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